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第 539回 企業会計基準委員会議事概要 

 

I. 日 時  2025年 1月 21日（火） 13時 30分～15時 50分 

II. 場 所  財務会計基準機構 会議室 

III.議 題 

（審議事項） 

(1) IASB 公開草案「引当金―的を絞った改善（IAS第 37号の修正案）」への対応 

(2) 金融資産の減損に関する会計基準の開発 

(3) 四半期報告制度の見直しに関する対応 

(4) 移管指針公開草案「金融商品会計に関する実務指針（案）」に寄せられたコメントへの対応 

(5) バーチャル PPAに係る会計上の取扱い 

（報告事項） 

(1)  IASB公開草案「持分法会計―IAS第 28号『関連会社及び共同支配企業に対する投資』（202x年

改訂）」に対するコメント 

 

本企業会計基準委員会は、一般の傍聴は Zoomウェビナーを利用して実施した。 

 

IV. 議事概要 

（審議事項） 

(1) IASB 公開草案「引当金―的を絞った改善（IAS第 37号の修正案）」への対応 

 山口常勤委員及び板橋ディレクターより、IASB公開草案「引当金―的を絞った改善（IAS第

37 号の修正案）」に対するコメントの検討として、質問 1 に関連する 2 つの項目（過去の事象

という条件－当該条件を満たす行動の識別及び移転という条件－移転と交換の識別）について

説明がなされ、審議が行われた。 

(2) 金融資産の減損に関する会計基準の開発 

 紙谷副委員長、湯原アシスタント・ディレクター及び中西専門研究員より、ステップ 4のオ

プションの定め及び IFRS第 7号「金融商品：開示」の定めの取入れ方に関する検討について説

明がなされ、第 231 回金融商品専門委員会（2025 年 1 月 16 日開催）における検討状況も踏ま

え、審議が行われた。 

(3) 四半期報告制度の見直しに関する対応 

中條常勤委員及び山田専門研究員より、次の事項について説明がなされ、審議が行われた。 

① 「（仮称）期中財務諸表に関する会計基準（案）」（本文）の文案の検討 

② 「（仮称）期中財務諸表に関する会計基準（案）」（結論の背景）の文案の検討 

③ 「（仮称）期中財務諸表に関する会計基準の適用指針（案）」（本文）の文案の検討 

④ 「（仮称）期中財務諸表に関する会計基準の適用指針（案）」（結論の背景及び設例）の文

案の検討 

⑤ 改正又は修正が必要な次の他の基準等 

(ア) 「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正（その X）」（本
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文）の文案の検討 

(イ) 他の実務対応報告及び移管指針の改正又は修正の文案の検討 

(ウ) 他の移管指針（設例等）の修正の文案の検討 

(4) 移管指針公開草案「金融商品会計に関する実務指針（案）」に寄せられたコメントへの対応 

紙谷副委員長及び山本専門研究員より、移管指針公開草案「金融商品会計に関する実務指針

（案）」に寄せられたコメント及びその対応案並びに改正移管指針第 9号「金融商品会計に関す

る実務指針」の文案について説明がなされ、第 231回金融商品専門委員会における検討状況も

踏まえ、審議が行われた。 

(5) バーチャル PPAに係る会計上の取扱い 

中條常勤委員、飯野専門研究員及び早野専門研究員より、適用時期及び経過措置並びに「実

務対応報告公開草案」の文案の検討について説明がなされ、第 165回実務対応専門委員会（2025

年 1月 15日開催）における検討状況も踏まえ、審議が行われた。 

（報告事項） 

(1) IASB 公開草案「持分法会計―IAS第 28号『関連会社及び共同支配企業に対する投資』（202x年

改訂）」に対するコメント 

IASB 公開草案「持分法会計―IAS第 28号『関連会社及び共同支配企業に対する投資』（202x 

年改訂)」に対するコメントについて、書面により審議を行い提出したことが報告された。 

 

以 上 


